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第 13章 
国際関係 

 
A. 国連（経済社会理事会 – ECOSOC）に対するライオンズクラブ国際協会の関係 

 
国連憲章の第 71条には、「経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある
民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができる。この取極は、国際団

体との間に、行うことができる」とある。 
 
ライオンズは、1945年にサンフランシスコで開かれた国連憲章会議で、重要な役割
を果たした。ライオンズクラブ国際協会は 1947年以来、経済社会理事会の顧問の立
場にある民間団体の一つである。しかし、ライオンズが国連全体に対して顧問的立

場にあるということは、間違いである。 
 
国連の主要機関の一つである経済社会理事会は、全人類の福祉向上を主たる目的と

している。国連の第 1目的である「国際の平和及び安全を維持すること」に直接責
任があるのは、国連の安全保障理事会で、ライオンズクラブ国際協会は、安全保障

理事会との関係はない。国連の第 1目的の「国際の平和及び安全を維持すること」
を推進するために国連が採決した特定の決議事項を支持することは、ライオンズク

ラブ国際協会の方針ではない。 
 
「諸国間の友好関係を発展させること...」並びに「経済的、社会的、文化的又は人
道的性質を有する国際問題を解決すること...について、国際協力を達成すること」
という第 2及び第 3目的に関しては、ライオンズクラブ国際協会の第 1目的である
「世界の人びとの間に相互理解の精神をつちかい発展させる。」と比べてみると良

い。 
 
ライオンズクラブ国際協会は、世界平和に関する国連の理想を支持する。ライオン

ズ会員は、国連に関し、又その人道主義的目的並びにその機関の仕事に関して、知

識を備え、それらを支持し、その情報を広めるよう奨励される。特に、毎年 10月
24日の国連デーを記念することが促される。 
 
 

B. 国際機関との提携 
 
国際機関と継続的提携を結ぶ際には、下記基準に従う。 
 
1. 次の基本的分野に関連した特定の事業実施において、指導、進路、相互協力を提
供できる国際機関のみとの提携を考慮する。 
 
a. 最も広い意味での教育 
b. 人々の自立を援助する特定の人道主義的奉仕実施 



2023年 10月 16日改訂  JA 

第 13章 
P.2 

c. 緊急救済事業 
 

2. 提携締結に向け何らかの決定がなされる会議の少なくとも 1回前の理事会会議
で、提携のメリット及び相互協力の性質に関する詳細報告書が理事会に提出さ

れ、審議されなければならない。 
 

3. 国際会長は毎年、他の執行役員と協議の上、国連、国連関連機関、その他の組織
に対する代表者を任命する。これらの代表者はライオンズ会員で、できれば、そ

れぞれの国際機関本部の近くに住む元国際会長又は元国際理事であることが好ま

しい。さらに、青少年関連プログラムに重点を置く適切な国連機関においてライ

オンズ・インターナショナルを代表する者として、1人ないし 2人のレオまたは
レオライオンを任命することもできる。代表者に対しては、財務及び本部運営委

員会が承認した予算に基づいて、妥当な経費が支払われる。旅行及び経費には、

一般経費払戻し方針が適用される。各代表者は、国際理事会の担当委員会に定期

的に報告書を提出する。この報告書には、提携を結んでいる組織と協会が、(1)
情報を交換し、(2)社会向上のために相互に協力できるような事項につき、慎重
に検討されたことが報告されているべきである。 
 

4. 一旦提携が結ばれたら、担当委員会がその関係を毎年検討し、関係を続けるか停
止するかの勧告を出す。 
 
 

C. 国際関係の月 -- 10月 
 
国連デーが世界中で記念される 10月を「国際関係の月」とする。適当な時期にその
発表をし、クラブが国際関係の分野で実施できる事業に関する適当な情報を、種々

出版物を通してライオンズに広める。 
 
 

D. 国際関係プログラム 
 
1. 国連ライオンズ・デー 

 
国際連合の経済社会理事会に対する公式代表者（国際会長により毎年任命され

る）が、ニューヨークにおける年次国連ライオンズ・デーの議長を務め、これを

統制する。これ以外の国連ライオンズ・デーのイベントが他の場所で開催される

場合があり、その決定は、国際会長が執行委員会と協議の上おこなう。これらの

追加イベントの議長は、国際会長によって任命されるが、イベント開催地の近く

に居住する者であるべきである。 
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2. クラブおよび地区の国際関係 
ライオンズクラブ、レオクラブ、および地区は、世界中の他のクラブおよび地区

と交流し、互いについて理解を深め、特定の事業で協力できるようにすることを

奨励される。クラブおよび地区は、フォーラムや大会、MyLionプロダクト、ラ
イオンズクラブ国際協会の種々ソーシャルメディアアカウント、「ユースキャン

プ及び交換」プログラムなどのライオンズクラブ国際協会の各種リソースとプロ

グラムを活用して、国際的なつながりを促進することを奨励される。 
 
 
E. 金銭、資料、サービスの要請 

 
ライオンズクラブ、地区、個人のいずれかが金銭、資料、又はサービスを本部に要

請する場合には、その地区の地区ガバナーを通して行わなければならない。地区ガ

バナーは、その要請を評価し、地区内或いはその近辺から入手できる資源や資料に

ついて勧告するのに適した立場にある。ガバナーは、慎重に考慮した後、自分の国

又は他の国の地区ガバナーにその要請を照会することができる。この種の事業は、

ライオンズが協力の精神で行うべきで、要請をしたライオンズクラブ又は地区は、

この事業で自分たちが果たせる役割を説明しなければならない。 
 
 

F. 国際宣誓 
 
ライオンズの式典では、次のような宣誓をすることが勧められる。 
自国への忠誠と世界平和の推進を誓う。 
 
道徳綱領にあるライオニズムの理念を信じる。 
 
他の人々への奉仕に尽くすライオンであることに誇りを持つ。 

 


